
性暴力防止啓発ＣＭ制作・広報業務委託仕様書 

 

１ 業務の内容 

（１）名称 

   性暴力防止啓発ＣＭ制作・広報業務（以下「本業務」という。） 

（２）目的 

個人の尊厳を踏みにじる性暴力の防止を図るための啓発動画を制作し、インターネット上で広報

を行うことにより、幅広く県民に対する啓発を実施する。 

事業の実施にあたっては、受注者（民間事業者）の持つノウハウや幅広い知識、経験、専門性を活

用して効果的な啓発とする。 

（３）委託期間 

   契約締結日から令和８年９月３０日まで 

（４）予算額 

   金８２５，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

   なお、本仕様書に定められた業務内容の遂行にあたって追加の費用負担が生じた場合においても、

原則として受注者の負担とする。 

 

２ 業務の内容 

（１）啓発ＣＭの制作 

  ・啓発ＣＭは１５秒から４５秒程度のショート動画２本とする。 

  ・啓発ＣＭは、実写・アニメーション・ＣＧ等のいずれか又は全てを用いて制作すること。 

   ※啓発ＣＭの制作にあたって生成ＡＩの活用は妨げないが、著作権や肖像権等の知的財産権の侵

害がないか十分に確認すること。 

  ・啓発ＣＭの「対象」・「テーマ」・「ポイント」は、次表のとおり。 

  ・対象に伝えたい内容が理解されるよう工夫すること。 

区分 対象 テーマ ポイント 

CM① 若者 その優しさ

は本物？ 

・性的な目的を隠して子どもに接近し、「信頼関係」を築き手な
ずける「性的グルーミング」の手口をわかりやすく伝え、注意
喚起する。 

・危険性に気づかせ、相談行動を促す。※相談窓口を提示 

・被害者は悪くないというメッセージ性を持たせる。 
CM② 一般 

 
セクストー

ションに気

をつけて！ 

・インターネット上で出会った異性に性的画像や動画を送信さ
せ、相手を脅迫し、金銭などを要求する「セクストーション」
の手口をわかりやすく伝え、注意喚起する。 

・危険性に気づかせ、相談行動を促す。※相談窓口を提示 

・被害者は悪くないというメッセージ性を持たせる。 
※提示する相談窓口は、性暴力被害全国共通短縮ダイヤル♯8891 及び 「性暴力被害者支援セン
ターとっとり（クローバーとっとり）」とする。 
＜クローバーとっとり＞https://clover-tori.jp/ 

 

（２）広報 

  ・（１）で制作した啓発動画を、YouTube、Instagram、TikTokで広告配信し、県内のＳＮＳユーザー

に広報する。広告配信には鳥取県の公式アカウントを使用することとする。 
・委託期間内の各ＳＮＳの表示回数、再生数の目安及び定義は次表のとおりとし、ＳＮＳの種類ごと
の表示回数及び再生数は変更してもよいが、合計の回数は必須条件の目安の数を下回らないよう
にする。 

・なお、広報活動終了後も、制作した啓発ＣＭは県の「とっとり動画チャンネル」にアップし、引き 
続き県の啓発活動に利用する。 

 
 
 
 
 



 
【各 SNSの想定回数】 

ＳＮＳの 

種類 

表示回数 再生数 

必須条件 （参考目標値） 必須条件 （参考目標値） 

YouTube 約 100,000 回以上 約 166,000 回 約 15,000 回以上 約 41,500 回 

Instagram 約 111,000 回以上 約 166,000 回 約 20,000 回以上 約 41,500 回 

TikTok 約 166,000 回以上 約 250,000 回 約 50,000 回以上 約 112,500 回 

合計 約 377,000 回以上 約 582,000 回 約 85,000 回以上 約 195,500 回 

（定義） 

 

 

＜YouTube Instagram TikTok 共通＞ 

CM がユーザーの画面に表示された回数 

（クリックの有無は問わない） 

 

＜YouTube＞30 秒以上視聴（30 秒未満の動画

の場合は最後まで視聴） 

＜Instagram＞3 秒以上視聴 

＜TikTok＞2 秒以上視聴 

 

３ その他 

（１）受注者は、本業務を進める過程において、発注者と十分協議の上、業務を進めること。 

（２）啓発ＣＭに、著作権等に関わるものを採用しようとする場合は、発注者と協議を行うものとする。 

（３）業務に要する設備・機材は、特に指示がない限り、受注者が調達するものとし、その費用はすべて

契約金額に含めるものとする。 

（４）受注者は、本業務に関し知り得た情報を漏らし、又は本業務以外の目的に使用してはならない。 

   なお、本業務の契約が終了し、又は解除された後についても同様である。 

（５）受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。また、発注者は、次のいずれか

に該当する場合は、再委託の承認をしない。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。 

   ア 再委託の契約金額が委託料の額の５０パーセントを超える場合 

   イ 再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合 

（６）受注者は本業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては別記「個人情報・死者情報の取扱い

に係る特記事項」を守らなければならない。 

（７）本業務に関する所有権は、原則として発注者に帰属する。 

（８）本業務に使用する写真等の被写体が人物の場合、肖像権を侵害しないようにすること。 

（９）本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者

とが協議して定めるものとする。 

 



別記 

 

個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人の権利利

益を侵害することのないよう個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）

第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 

２ 乙は、業務に従事している者又は従事していた者（以下「従事者」という。）が、当該業務に

関して知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 （目的外保有・利用の禁止） 

第３条 乙は、業務の目的以外の目的のために、業務に関して知り得た個人情報を保有し、又は

利用してはならない。 

（第三者への提供の禁止） 

第４条 乙は、業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、あらか

じめ甲が書面又は電磁的記録で承諾した場合には、この限りでない。 

（再委託等の禁止） 

第５条 乙は、業務を第三者（乙の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第３号

に規定する子会社をいう。）を含む。）に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あら

かじめ甲が書面又は電磁的記録で承諾した場合には、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合には、乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を

前項の第三者（以下「再委託先」という。）にも遵守させなければならない。 

３ 前項の場合において、乙は、再委託先における個人情報の取扱いを管理し、監督しなければ

ならない。 

（個人情報の引渡し） 

第６条 業務に関する甲乙間の個人情報の引渡しは、甲が指定する方法、日時及び場所で行うも

のとする。 

２ 乙は、業務を行うために甲から個人情報の引渡しを受けるときは、甲に対し当該個人情報を

預かる旨の書面又は電磁的記録を交付しなければならない。 

（複製・複写の禁止） 

第７条 乙は、業務において利用する個人情報（業務を行うために甲から引き渡され、又は乙が

自ら収集した個人情報をいう。以下同じ。）を複写し、又は複製してはならない。ただし、あら

かじめ甲が書面又は電磁的記録で承諾した場合には、この限りでない。 

（安全管理措置） 

第８条 乙は、業務において利用する個人情報を取り扱うに当たり、甲と同等の水準をもって、

当該個人情報の漏えい、滅失、毀損又は不正な利用（以下「漏えい等」という。）の防止その他

の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（研修実施時における報告） 

第８条の２ 乙は、その従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に当該従事者が遵守すべき事項、

個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際に負う

民事上の責任についての研修を実施し、甲が指定する方法で報告しなければならない。 

２ 第５条第１項ただし書により再委託先がある場合には、乙は、再委託先に対し、前項の研修

を実施させ、同項の報告を受けなければならない。 

３ 前項の場合において、乙は、再委託先から受けた報告について甲に報告しなければならない。 

（事故発生時における報告） 

第９条 乙は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあ

ることを知ったときは、当該事故の発生に係る乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、

直ちに甲に対し報告し、その指示に従わなければならない。 



 

２ 甲は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合には、必要に応じて

当該事故に関する情報を公表することができる。 

（個人情報の返還等） 

第10条 乙は、この契約又は業務の終了時に、業務において利用する個人情報を、直ちに甲に対

し返還し、又は引き渡すものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、この契約又は業務の終了時に、甲が別に指示したときは、乙は、

業務において利用する個人情報を廃棄（消去を含む。以下同じ。）するものとする。この場合に

おいて、乙は、個人情報の廃棄に際し甲から立会いを求められたときは、これに応じなければ

ならない。 

３ 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電磁

的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報の判読及び復元を不可能とするために必要な措

置を講じなければならない。 

４ 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄したときは、廃棄した日時、担当者、方法等を

記録するとともに、甲の求めに応じて、当該記録の内容を甲に対し報告しなければならない。 

（定期的報告） 

第11条 乙は、甲が定める期間ごとに、この特記事項の遵守状況について甲が指定する方法で報

告しなければならない。 

２ 第５条第１項ただし書により再委託先がある場合には、乙は、再委託先から、前項の報告を

受けなければならない。 

３ 前項の場合において、乙は、再委託先から受けた報告について甲に報告しなければならない。 

（監査） 

第12条 甲は、業務において利用する個人情報の取扱いについて、この特記事項の遵守状況を検

証し、又は確認するため、乙（再委託先があるときは、再委託先を含む。以下この条において

同じ。）に対して、実地における検査その他の監査を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して、必要な情報を求め、又は業務に関し必要な指

示をすることができる。 

（損害賠償） 

第13条 乙の責めに帰すべき事由により、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保

護条例（令和４年鳥取県条例第29号）又はこの特記事項の規定の内容に違反し、又は怠ったこ

とにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなけれ

ばならない。 

２ 乙又は乙の従事者（再委託先及び再委託先の従事者を含む。）の責めに帰すべき事由により、

業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、乙は、これにより第三者

に生じた損害を賠償しなければならない。 

３ 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償したときは、乙は遅滞なく甲の

求償に応じなければならない。 

（契約解除） 

第14条 甲は、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例又はこの特記事項の

規定の内容に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる

ものとする。 

（死者情報の取扱い） 

第15条 乙が業務を行うために死者情報（鳥取県個人情報保護条例第２条第１項第６号に規定す

る死者情報をいう。以下同じ。）を利用する場合における当該死者情報の取扱いについても、第

２条から前条までと同様とする。 

 

（注）甲は鳥取県、乙は受注者をいう。 


